
【障害福祉サービス】 資料５

サービス種類 サービス名 既存数 泉小 総数 備考

指定特定相談支援 15 0 15
基本相談含む、主たる対象(身体：11、知的：13、精：

11、難病：９)

指定障害児相談支援 11 0 11 基本相談含む。

指定一般相談 5 0 5 基本相談＋地域相談支援

地域移行支援 5 0 5 地域相談支援

地域定着支援 4 0 4 地域相談支援

居宅介護 24 0 24

重度訪問介護 19 0 19 全事業所「居宅介護」の指定あり。

同行援護 6 0 6 １事業所のみ「居宅介護」の指定なし。

行動援護 4 0 4 全事業所「居宅介護」の指定あり。

施設入所 1 0 1

共同生活援助 12 1 13
左の数(13)はユニット数を計上していない。泉小対象：身

体・知的、１ユニット。

短期入所 短期入所 4 1 5 泉小対象：18歳以上の知的・身体

自立生活援助 自立生活援助 0 0 0

生活介護 7 1 8
泉小対象：定員20名の内５名は医療的ケアを要する重症心

身障害者枠

就労継続支援（A型） 0 0 0

就労継続支援（B型） 11 1 12

就労移行支援 3 0 3

就労定着支援 2 0 2 全事業所「就労移行支援」の指定あり。

自立訓練(宿泊型) 0 0 0

自立訓練(機能訓練) 0 0 0

自立訓練(生活訓練) 1 0 1

児童発達支援 3 0 3 内２事業所は放課後等デイサービスとの多機能型施設

児童発達支援センター 0 0 0

医療型児童発達支援セン

ター
0 0 0

放課後等デイサービス 17 1 18 泉小対象：医療的ケアを要する重症心身障害児

居宅訪問型児童発達支援 0 0 0

保育所等訪問支援 0 0 0

移動支援 25 0 25

生活サポート 17 0 17

日中一時支援 7 0 7

施設緊急一時保護 2 0 2

地域活動支援センター 3 0 3 身体・知的・精神(各１)

就労支援

センター
就労支援センター 1 0 1

※基準日 ・法定のサービス：R2.9.1付（東京都からの情報）

・特定相談支援、地域生活支援事業：R2.9.30付

【医療】

訪問看護

医療機関 病院・診療所 130

救急医療機関 6

R2.4.1現在

14

※市内に所在地のある事業所数を算出

相談支援

訪問系
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